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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

■経営理念

　私たちは、「サービス先端企業」として、「顧客満足主義の実践」「取引先との相互利益の尊重」「創造的革新の社風創り」の３点を共通の価値観
として浸透させ、競争に打ち勝ち、お客様、株主の皆様、そして、すべての取引先の皆様の期待に添うようにチャレンジを続け、社会的責任を果た
してまいります。

■コーポレート・ガバナンス

　当社は、革新的なサービスを創造し、継続的に企業価値を向上させることによって、当社のステークホルダーである、お客様、取引先、社員、株
主及び社会の皆様から理解と賛同を得るという経営の基本方針を実現するためには、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経
営監視機能の強化が極めて重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた様々な取り組みを実施しております。

　当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。また、株主・投資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任
によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役
会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営に対する監督機能を強化しております。

　なお、当社は2020年３月より、業務執行と管理監督の分離によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役会の役員構成を
見直すとともに執行役員制度を導入いたしました。これにより、より適切な管理監督機能の発揮及び効率的な業務執行体制の整備を図ります。

　取締役会は、取締役８名（うち社外取締役３名、独立役員に指定されている人数３名）で構成され、経営に関する重要事項についての業務執行
を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。なお、経営環境の変化に対応した機動的な経営体制を構築するとともに、経営に
対する株主の信任を得るため、取締役の任期は１年としております。

　監査役会は、監査役４名（うち社外監査役３名、独立役員に指定されている人数３名）で構成されており、監査方針、その他の監査役の職務の執
行に関する事項の決定及び監査報告の作成などを行っております。さらに、持続的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンス
の充実を経営上重要な取り組みと位置づけ、内部統制システムの整備やリスク管理体制の強化、コンプライアンスの徹底、ダイバーシティ&インク
ルージョンによる仕組み作りなどにより、その実現に努めております。

　内部統制システムの構築にあたっては、内部統制統括部門である経営企画部を中心に、業務の適正性・効率性を確保するための体制構築を行
うことを目的として、内部統制システム基本方針を取締役会において決定しております。なお、財務報告に係る内部統制への対応につきましては、
リスク統括部を中心として当社及び連結対象会社における内部統制整備の推進と、監査室による独立したモニタリングを行っております。

　リスク管理については、「リスク管理委員会」及びリスク統括部を中心として、リスク発生の予防及び顕在化による当社への影響の極小化に努め
ております。そのため、「リスク管理規程」、「損失の危険の管理に関する規程」及び「危機管理規程」に基づき、社員に対して定期的な社内教育・
訓練を行い、リスク管理体制の維持に努めております。また、当社グループ内に内在する諸問題又は重大なリスクを伴う統制事項については、経
営企画部 グループ戦略室を中心としてグループ各社の業務執行状況を監督するとともに、グループ各社の主管部門と情報共有を行っておりま

す。

コンプライアンス体制については、企業活動における法令遵守、公正性、倫理性を確保するために、「コンプライアンス委員会」を設置しておりま
す。各部門にコンプライアンス責任者を任命しているほか、会社自身がどのように行動するかを「行動宣言」として定めた上で、役員や社員がどの
ように行動すべきかを「行動基準」として取りまとめ、それらを徹底するための社内ウェブサイト上の開示、相談窓口の周知、コンプライアンス研修
の実施等、コンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。

　ダイバーシティ&インクルージョンの仕組み作りについては、本報告書＜Ⅲ－３＞に記載しております。

　今後も引き続き、コーポレート・ガバナンスに関する国際的な潮流及び内部統制システム基本方針を踏まえて、当社に適した経営機構のあり方
を検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

■第４章 取締役会等の責務

【補充原則４－１③　取締役会の役割・責務(1)】

　当社を取り巻く経営環境はFinTechをはじめとするデジタル革命によって大きく変化していることに加えて、海外における創業等新たな視点が求
められる事業が拡大していることから、一時点の議論により当社の最高経営責任者（以下、「CEO」という）等に相応しい知識、経験、能力の基準を
設けることが必ずしも適切ではないと考えられ、現時点では具体的なCEO等の後継者計画の策定とそれに対する取締役会での監督を行っており
ません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据えた後継者計画の指針を指名・報酬委員会で議論するなど、取締役会が後継者計画について適
切に監督を行える方法を検討してまいります。

【補充原則４－３②　取締役会の役割・責務(3)】

当社を取り巻く経営環境はFinTechをはじめとするデジタル革命によって大きく変化していることに加えて、海外における創業等新たな視点が求め
られる事業が拡大していることから、一時点の議論により当社のCEO等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではない
と考えられ、現時点ではCEO等を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据えた
後継者計画の指針を指名・報酬委員会で議論するなど、資質を備えたCEO等を適切に選任するための手続を検討してまいります。

【補充原則４－３③　取締役会の役割・責務(3)】

　現時点で、当社では、CEO等を解任するための評価基準や解任要件は定めておりません。万が一、CEO等が法令・定款等に違反する場合や当
社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合など解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外取締役が参加する取締役会に
おいて十分な審議を尽くした上で解任を決議することとなります。



【原則４－１１　取締役・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社では、変化の著しい経営環境において、取締役会をジェンダーや国際性に限らず多様な経験・知見・特性を有する人材で構成することが当
社の価値創造機能を高めるために重要だと考えております。当社の強みを生かし中長期の経営戦略を見据えた業態転換にも対応できるだけの
多様性を有する人材を取締役に登用しておりますが、現時点におきまして、ジェンダー・国際性の面を十分に考慮したと言えるだけの取締役会の
構成にはなっておりません。今後、当社の中長期の経営戦略を見据え、ジェンダー・国際性の面を含む多様な取締役を選任できるよう努めてまい
ります。なお、当社の独立社外取締役には、資本効率などの財務に関する知識等、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に実効的に
寄与するために必要な知見を備えた人材を選任しており、また、監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有す
る者が選任されております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

■第１章 株主の権利・平等性の確保

【原則１－４　政策保有株式】

（１）政策保有に関する方針・検証の内容

　政策保有株式については、当社グループの事業戦略に必要な取引（投資）先であり、かつ保有の合理性があるもののみ保有して

　おります。

　保有の合理性の検証については、中長期的な視点も含め、保有に伴うリスクやコストと保有によるリターン等を適正に把握し、

　取締役会及びALM委員会で採算性などを総合的に検証しております。

　検証の結果、保有の合理性が乏しいと判断された銘柄については、市場の影響などを考慮しつつ速やかに売却をしております。

（２）政策保有に係る議決権の行使基準

　保有株式の議決権については、当該議案が当社の保有意義に即しており、かつ投資先の株主共同の利益に資するものであるか

　否かを総合的に判断し、適切に行使しております。

（３）政策保有株主から売却の意向を示された場合の対応方針

　当社の株式を政策保有として保有している会社から当社株式の売却等の意向が示された場合には、その意思を尊重して

　対応いたします。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　取締役・監査役の関連当事者間取引が発生する場合には、「取締役会規程」で取締役会の承認事項として明示し、取締役会において実際の個
別取引にかかる事前承認及び結果の報告を通じて監視を行っております。当該取引の有無については、当社の取締役・監査役及び子会社の代
表取締役に対する確認を年１回行っております。

■第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社の企業年金は、確定拠出型の年金制度を導入しており、企業年金の対象となる社員については個人での運用を行っております。

■第３章 適切な情報開示と透明性の確保

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）当社の経営理念は、本報告書＜Ⅰ－１＞及び当社ウェブサイトに掲載しております。

　〔https://corporate.saisoncard.co.jp/company/〕

　経営戦略・経営計画については、アナリスト向けの決算説明会等で発表しております。また、当社は2019年度を初年度とする

　新中期経営計画を策定し、その詳細については、当社ウェブサイトに掲載しております。

　〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/data/〕

（２）当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書＜Ⅰ－１＞及び当社ウェブサイトに掲載しております。

　〔https://corporate.saisoncard.co.jp/esg/governance/〕

（３）各取締役の個人別の報酬額は、各取締役の当社業績等への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評価した結果等を

　踏まえ、2020年度からは、指名・報酬委員会で策定された取締役が受ける報酬の基準に基づき、取締役会より委任を受けた

　代表取締役会長CEOが取締役会決議により委任された範囲に従い、決定しております。

　報酬体系については、「固定報酬」「業績に連動した変動報酬」「譲渡制限付株式付与のための報酬」で構成されており、

　社外取締役は固定報酬のみとなります。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要は本報告書＜Ⅱ－１＞【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の

　開示内容に記載をしております。

（４）株主総会に上程する取締役の選解任議案の内容決定については、全取締役の意見をヒアリングした結果を踏まえた上で、

　指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において協議・決定しております。

　また、監査役については、監査役会の同意を得て指名します。

　選任に際しては、取締役・監査役としてふさわしい人格・識見を有すること、職務執行にあたり健康上の支障がないことを前提に、

　業務執行取締役については、当社の業務に関し十分な経験と知識を有すること、経営判断能力及び経営執行能力に優れている

　こと、社外役員については、経営者としての豊富な経験を有すること、法律・会計・財務等の様々な分野に関する豊富な知識・

　経験を有することを基本的な方針として選任しております。

（５）個々の選解任・指名につきましては、「定時株主総会招集ご通知」に記載をしております。

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕

■第４章 取締役会等の責務

【補充原則４－１①　取締役会の役割・責務(1)】

　取締役会における決定事項は、「取締役会規程」に明示し、また個々の取締役への委任範囲は、「定時株主総会招集ご通知に際してのインター
ネット開示事項」の「業務の適正を確保するための体制」に記載のとおり、管掌又は担当する部門を定め、業務執行が効率的に行われるよう「組
織・業務分掌規程」「職務権限規程」に則り、適切に管理・監督しております。



　なお、この概要については、当社ウェブサイトに掲載しております「定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」や「有価証券報
告書」で公表しております。

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/securities_report/〕

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るべく、現在３名の独立社外取締役を選任しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外取締役の選任については、経営の監督機能発揮による意思決定の妥当性・適正性を確保する目的から、企業経営者としての実践
経験を有すること、又は特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準としております。また、社外監査役の選任については、
中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性と透明性を確保する目的から、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有するこ
とを選任基準としております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断
基準などを参考に、「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。

（１）当社及びその連結子会社（以下、「当社グループ」と総称する）の出身者

（２）当社の大株主

（３）当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

（４）当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

（５）当社グループの主要な借入先の業務執行者

（６）当社グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等の業務執行者

（７）当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（８）当社グループから多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家

（９）当社グループから多額の寄付を受けている者

（10）社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者

（11）近親者が上記（１）から（10）までのいずれか（重要な地位にある者に限る）に該当する者

（12）過去３年間において、上記（２）から（11）までのいずれかに該当していた者

（13）前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

なお、上記は「社外役員の独立性に関する基準」の概要であり、その全文は当社ウェブサイトに掲載しております。

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/esg/governance/〕

【補充原則４－１１①　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方】

取締役会の機能・責務を全うするためのバランスを検討した上で、その時点の経営環境や当社の業容・規模に照らし、業務執行取締役の知識・経
験に偏りがないことなど、バランスのとれた取締役会の構成にすることを基本的な考え方としております。

取締役の任期は１年であり、その選任にあたっては、業務執行取締役については、各取締役の当社業績への貢献度について当該取締役を含む
全取締役が評価した結果や各取締役による新任候補者の推薦等を踏まえ、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会で選任しております。
社外取締役については、企業経営者としての実践経験を有すること、又は特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準として
おります。

【補充原則４－１１②　取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状態】

役員の重要な兼職の状況は、当社ウェブサイトの「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/meeting/〕

【補充原則４－１１③　取締役会実効性評価の結果の概要】

当社では、取締役会の実効性向上を目的として、年１回、前年度選任された役員を対象とし、全取締役・監査役（任期満了前の退任者を含む）の
自己評価による分析・評価を実施しております。各取締役・監査役から以下の項目についてアンケートを実施し、取締役会においてその結果の
フィードバックに基づきディスカッションを実施いたしました。

（１）評価項目の概要

　　①取締役会の構成　　②取締役会の運営　　③取締役会の役割・責務

（２）評価結果の概要

　取締役会は概ね適切に運営されており、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しております。

　また、2018年度に実施した取締役会評価に基づいて、取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の客観性・透明性確保を目的
として、2019年６月に指名・報酬委員会を設置しました。2019年度は指名・報酬委員会を４回実施し、取締役の選任プロセスや取締役が受ける報
酬の基準を策定したことから、今後はそれらに基づき、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会で決定されることになり、取締役会の客観
性・透明性が確保されることになります。また、より適切な人数で深く議論するための取締役会の役員構成を検討した結果、2020年３月に執行役
員制度を導入することで、業務執行と管理監督の分離を図り、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、経営環境の変化により
迅速に対応できる体制を構築してまいります。

　取締役会における企業価値向上に向けた議論をより一層活性化するための課題認識を踏まえ、さらなる実効性向上に向けた運営改善等に努
めてまいります。

【補充原則４－１４②　取締役・監査役のトレーニング】

　経営トップ自らが、定期的にレポートを発信するなど、経営者として期待される役割・責務等について、トレーニングの機会を提供しております。

　新任の業務執行取締役に対しては、取締役として求められる役割と責務を踏まえ、就任の際には外部研修などを通じて、コーポレート・ガバナン
ス等に関する知識、法令の遵守など経営に関する有用な情報を提供しております。

　また、各取締役・監査役は、外部団体への加入や外部セミナー・研修会、人的ネットワークへの参加を通じて、必要な知識の習得や更新、自己
研鑽を行っており、それに伴い発生する費用については、会社に請求できる体制になっております。

■第５章 株主との対話

【原則５－１株主との建設的な対話に関する方針】

　株主との建設的な対話を促進するための情報開示に関する基本的な考え方や情報開示統制の枠組み等についてまとめた「ディスクロージャー
ポリシー」を当社ウェブサイトに掲載しております。



〔https://corporate.saisoncard.co.jp/disclosure_policy/〕

また、IR活動等の詳細については本報告書＜Ⅲ－２＞に掲載しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 30,523,900 19.52

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 13,859,600 8.86

株式会社大和証券グループ本社 8,050,400 5.15

HSBC BANK PLC A/C M AND G（ACS） 5,323,600 3.41

THE BANK OF NEW YORK 133972 4,556,600 2.91

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 4,036,900 2.58

BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 4,027,000 2.58

株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 3,303,200 2.11

株式会社みずほ銀行 3,000,000 1.92

STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST,BOSTON SSBTC A/C

UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM
2,258,865 1.44

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

（１）大株主の状況は2021年３月末時点の状況です。当社は、自己株式を29,102,770株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

　また、大株主の割合を算定する際には、分母となる数から自己株式を除いております。

（２）次の法人から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、

　2021年３月末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

・ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ，インク　他１社

(所有株式）8,991千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）4.85%

・アセットマネジメントOne株式会社　他１社

(所有株式）9,443千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）5.09%

・株式会社大和証券グループ本社　他２社

(所有株式）15,161千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）8.18%

・ブラックロック・ジャパン株式会社　他５社

(所有株式)　5,566千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）3.00%

・イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッド

(所有株式）8,331千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）4.49%

・野村アセットマネジメント株式会社　他２社

(所有株式）16,421千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）8.86%

・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　他３社

(所有株式）9,155千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）4.94%

・日興アセットマネジメント株式会社　他１社

(所有株式）12,358千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）6.66%

・SOMPOアセットマネジメント株式会社　他１社

(所有株式）9,546千株　（発行済株式総数に対する所有株式数の割合）5.15%

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 その他金融業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満



直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社グループに属する企業のうち、上場している持分法適用会社には株式会社セゾン情報システムズがあります。当社では、同社が内部統制
システム基本方針に沿うよう、内部統制体制の推進やコンプライアンスの拡充について情報連携を行うとともに、グループ内ホットラインを設置し、
グループ内における内部通報制度として運用しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 25 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

富樫　直記 他の会社の出身者 ○

大槻　奈那 他の会社の出身者 ○

横倉　仁 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

富樫　直記 ○

オリバー・ワイマングループ株式会社　シ
ニアアドバイザー

株式会社ナガホリ　取締役

経済同友会　幹事

同氏は、オリバー・ワイマングループ株式
会社のシニアアドバイザーを務めており、
当事業年度において、当社は同社との間
に取引関係はございません。また、株式
会社ナガホリにおいては、同氏は社外取
締役であることから、同氏の独立性は十
分に確保されていると判断しております。

経営コンサルタントとして、国内・海外の幅広い
金融分野において戦略コンサルティングを手が
ける等、企業経営に関する豊富な経験と幅広
い見識を有しており、当社経営に対して客観
的・中立的立場から有益な助言や指導をいた
だけるものと判断し、社外取締役に選任、また
独立役員に指定しております。



大槻　奈那 ○

マネックス証券株式会社　専門役員

名古屋商科大学　大学院教授

二松學舍大学　国際政治経済学部客員
教授

東京海上ホールディングス株式会社　監
査役

学校法人二松學舍　理事

同氏は、マネックス証券株式会社の専門
役員を務めております。当社と同社の間
には提携カード発行業務に関する取引関
係がありますが、その年間取引額は双方
の連結取扱高に対して0.1％未満でありま
す。なお、当社はマネックスグループ株式
会社の全保有株式を売却しており、提出
日時点では同社の株式を保有しておりま
せん。また、同氏は名古屋商科大学大学
院教授及び二松學舍大学国際政治経済
学部客員教授並びに学校法人二松學舍
理事を務めておりますが、両大学並びに
同学校法人と当社の間に取引関係はない
ことから、同氏の独立性は十分に確保さ
れていると判断しております。

国内系・外資系の金融機関で長年にわたりア
ナリストとして、国内外における金融市場等の
分析に関する豊富な経験と幅広い見識を有し
ており、当社経営に対して客観的・中立的立場
から有益な助言や指導をいただけるものと判
断し、社外取締役に選任、また独立役員に指
定しております。

横倉　仁 ○

早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護

士（パートナー）

みのり監査法人監事

同氏は、早稲田リーガルコモンズ法律事
務所の弁護士（パートナー）を務めており、
当事業年度において、当社は同法律事務
所との間に取引関係はないことから、同氏
の独立性は十分に確保されていると判断
しております。

公認会計士及び弁護士として財務・会計・法務
に関する高度な専門知識と豊富な業務経験を
有していることから、直接会社の経営に関与さ
れたことはありませんが、その専門知識や業務
経験を踏まえて、当社経営に対して客観的・中
立的立場から有益な助言や指導をいただける
ものと判断し、社外取締役に選任、また独立役
員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、代表取締役会長CEOを委員長とし、５名の委員（うち独立社外取
締役が過半数）で構成されております。年１回以上開催され、①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案、②取締役が受ける報酬等の方針
の策定及び取締役が受ける個人別の報酬等の基準の策定、③その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項、④前各号を審議するために
必要な基本方針等の制定、変更、廃止、⑤その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項を審議し、その結果を取締役会に答申いたします。
2020年度は全委員出席のもと、４回開催し、取締役の選任プロセスや取締役の個人別報酬等の決定方針の概要等について、諮問を受け、審議
し、答申しております。なお、当社の指名・報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



　2020年度においては、会計監査人である有限責任監査法人トーマツと監査役会との定期的な会議体として、会計監査方針説明、第１－３四半期
レビュー報告、会計監査報告の６回の会議を開催し、意見交換を行っております。また、監査役への個別報告を１回、期末会計監査への立会いも
１回行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

原田　宗宏 他の会社の出身者 ○

井川　裕昌 他の会社の出身者 ○

笠原　智恵 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

原田　宗宏 　

株式会社コンチェルト　監査役

ジェーピーエヌ債権回収株式会社　監査
役

長年にわたり警察庁に在籍し、警察本部長等
の幹部職を歴任しており、組織管理、危機管理
に係わる業務に携わってきたことから、直接会
社の経営に関与された経験はありませんが、
経営執行等の適法性について客観的・中立的
な監査をいただけるものと判断し、社外監査役
に選任、また独立役員に指定しております。

井川　裕昌 　 株式会社セゾンファンデックス　監査役

長年にわたり財務省及び国税局に在籍し、財
務局長や税関長を歴任し、会計財務に関する
豊富な経験と幅広い知見を有していることか
ら、直接会社の経営に関与された経験はありま
せんが、客観的・中立的な監査をいただけるも
のと判断し、社外監査役に選任、また独立役員
に指定しております。

笠原　智恵 ○

株式会社セゾンファンデックス　監査役

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　
弁護士（シニアパートナー）

アキレス株式会社　監査役

株式会社エムティーアイ　監査役

同氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共
同事業の弁護士（シニアパートナー）を務
めており、当事業年度において、当社は
同法律事務所との間に取引関係はないこ
とから、同氏の独立性は十分に確保され
ていると判断しております。

長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅
広い知見を有しており、当社取締役の職務執
行の適法性及び企業ガバナンスの監査に重要
な役割を果たしてきたことから、直接会社の経
営に関与された経験はありませんが、客観的・
中立的な監査をいただけるものと判断し、社外
監査役に選任、また独立役員に指定しておりま
す。



【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす全ての社外役員６名を独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　社内取締役の賞与において、業績や貢献度等を勘案しております。また、当社の長期的な企業価値増大に対する経営意識を高めることを目的
とし、取締役（社外取締役を除く）を対象とした役員持株会への拠出制度を導入しておりましたが、2020年６月18日開催の第70期定時株主総会に
おいて、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定を決議いただいたことにより、従来の役員持株会への拠出
による「長期インセンティブとなる自社株購入」は、「譲渡制限付株式付与のための報酬」に変更いたしました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が１億円以上の役員が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

■基本方針

（１）役員報酬の体系及び個人別報酬について、同程度の規模の企業や業界等の水準及び従業員給与とのバランス等を考慮しつつ、

　職位や代表権の有無等に応じた報酬水準とすることを基本方針としております。

（２）報酬構成は、基本報酬、業績連動報酬（賞与）、譲渡制限付株式報酬で構成されており、社外取締役は基本報酬のみとしております。

■取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

（１）基本報酬（金銭報酬）に関する方針

　基本報酬は、月例の固定報酬とし、職位別年間報酬水準を設定し、代表権の有無等を勘案した上で金額を算定しております。

（２）業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

　業績連動報酬（賞与）は、職位別等の基本賞与額に対して在籍率等を勘案したものに、定量指標の業績連動係数（定量的な業績指標の成長率
と計画達成率のウェイトをそれぞれ50：50とした上で大規模災害やパンデミック等の発生を総合的に勘案したもの）と定性的な評価の業績連動係
数を乗じたもので算定した額とし、毎年、一定の時期に支給いたします。

　業績連動報酬（賞与）の業績指標は、企業価値向上を図るため単体の経常利益（一過性要因等を除く）の成長率と計画達成率としているほか、
各取締役の当社業績及び企業価値向上への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評価した結果等を定性的な業績指標としております。

（３）非金銭報酬等に関する方針

　非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として、職位別年間報酬水準を設定し、代表権の有無等を勘案した上で金額を算定するものとし、毎年、
一定の時期に支給いたします。

　譲渡制限付株式報酬は以下の条件を設定しております。

　①対象取締役は、同報酬である譲渡制限付株式（以下、「本株式」という）の交付の日から当社の取締役その他

　　当社取締役会で定める地位のいずれかの地位も喪失する日までの間（以下、「譲渡制限期間」という）、本株式について、

　　譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこととしております（以下、「譲渡制限」という）。



　②対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下、「役務提供期間」という）が満了する前に上記①のいずれの

　　地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本株式を当然に無償で

　　取得することとしております。

　③当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを

　　条件として、本株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除することとしております。

　　ただし、対象取締役が、役務提供期間が満了する前に上記①に定めるいずれの地位も喪失した場合であって、

　　上記②に定める当社の取締役会が正当と認める理由がある場合には、譲渡制限を解除すべき本株式の数及び譲渡制限を

　　解除する期間を必要に応じて合理的に調整することができるものとしております。

　④当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記③の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本株式を当然に

　　無償で取得することとしております。

　⑤上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる

　　株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に

　　関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の

　　取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に

　　定める数の本株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除することとしております。

　⑥上記⑤に規定する場合においては、当社は、上記⑤の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において

　　なお譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得することとしております。

（４）金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の規模の企業や業界等の報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討
を行うこととしております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬：業績連動報酬等（賞与）：非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）＝
７：２：１としております。

（５）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役会長に一任することができ、その範囲は各取締役の基本報酬の額及び各取締役
の業績連動報酬（賞与）の評価配分並びに譲渡制限付株式の取得にかかる金銭報酬債権の配分額としております。

　当該権限が取締役会長によって適切に行使される措置として、指名・報酬委員会で取締役が受ける報酬の基準を策定しており、取締役会長は
その基準に基づき、取締役会から委任をされた範囲に従い、決定することとしております。

　なお、監査役の報酬は固定報酬のみとし、株主総会で決議された総額の範囲内で監査役会にて各監査役の報酬額を決定しております。

役員報酬等の内容

当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区分　　　　　　　　人数　報酬等の総額　〔①基本報酬 　②業績連動報酬等　③非金銭報酬等〕

取締役　　　　　　 16名　　372百万円　〔①282百万円　　②68百万円　　　　　 ③22百万円〕

（うち社外取締役　４名　　 24百万円　 〔①24百万円　　 ②－　　　　　　　　　　③－〕）

監査役　　　　　　　４名　　 52百万円　 〔①52百万円　 　②－　　　　　　　　　　③－〕

（うち社外監査役　３名　　 36百万円　 〔①36百万円　 　②－　　　　　　　　　　③－〕）

合計　　　　　　　 20名　　425百万円　〔①334百万円　　②68百万円　 　　　　③22百万円〕

（うち社外役員　　 ７名　 　61百万円　 〔①61百万円　　 ②－　　　　　　　　　　③－〕）

（注）

１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．上記には退任した取締役８名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

３．業績連動報酬等については、当事業年度に係る業績連動報酬（賞与）の支給予定額を記載しております。

４．業績連動報酬等にかかる業績指標は、一過性要因等を除く単体の経常利益の成長率と計画達成率を定量的な

　　業績指標としているほか、各取締役の当社業績及び企業価値向上への貢献度について当該取締役を含む全取締役が

　　評価した結果等を定性的な業績指標としており、当該指標を選択した理由は、企業価値向上を図るためであります。

　　当社の業績連動報酬（賞与）は、職位別等の基本賞与額に対して在籍率等を勘案したものに定量指標の業績連動係数

　　（定量的な業績指標の成長率と計画達成率のウェイトをそれぞれ50：50とした上で大規模災害やパンデミック等の発生を

　　総合的に勘案したもの）と定性的な評価の業績連動係数を乗じたもので算定されますが、上記報酬等の額に含まれる

　　当事業年度に係る業績連動報酬（賞与）の支給予定額の算定にあたっては、定量指標の業績連動係数を80％、

　　各取締役の定性指標の業績連動係数を80～120％と見込んでおります。

５．非金銭報酬等の内容は当社の普通株式であり、割当ての際の条件等は、上記（３）非金銭報酬等に関する方針のとおり

　　であります。

６．2007年６月23日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬等の額を年額750百万円以内（うち社外取締役分は

　　年額50百万円以内）、監査役の報酬等の額を年額150百万円以内と決議いただいております。（ただし、使用人兼務取締役の

　　使用人分給与は含まない）なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、16名（うち社外取締役は１名）、監査役の

　　員数は５名です。

　　また、2020年６月18日開催の第70回定時株主総会において、上記の取締役の報酬枠の枠内で、社外取締役を除く当社の

　　取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の額として年額150百万円以内、支給された

　　金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、発行又は処分される当社普通株式数の上限を年25万株以内

　　（ただし、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には

　　当該総数を合理的な範囲で調整する）と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を

　　除く）の員数は、６名です。

７．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の実際の支給額の決定にあたって、取締役会は、代表取締役会長CEO

　　林野宏氏に、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式の取得にかかる金銭報酬債権の配分額の決定を委任し、

　　また、各取締役の業績連動報酬（賞与）の評価配分については委任する予定であります。委任の理由は、当社全体の

　　業績等を俯瞰しつつ評価を行うには代表取締役会長CEOが適していると判断したためであります。なお、委任内容の

　　決定にあたっては、指名・報酬委員会で取締役が受ける報酬の基準を策定した上で、その基準に基づき決定し、決定の

　　プロセスは、事前に指名・報酬委員会がその妥当性について確認しており、委任を予定している業績連動報酬（賞与）に

　　ついても、同様に指名・報酬委員会が策定した基準に基づき決定し、決定プロセスについて事前に指名・報酬委員会が

　　その妥当性を確認いたします。

８．2020年度末時点の取締役の員数は８名、監査役の員数は４名であります。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役への情報伝達は、監査役補助使用人（監査室が兼任）が担当しております。取締役会の議案に関しては、資料の事前送付を行い、社
外監査役の要望に応じて事前説明を行うなど、審議に必要な情報を伝達できるよう努めております。また、社外監査役より取締役会議案に関連す
る事項についての情報収集依頼があった際には、経営企画部及び監査役補助使用人が窓口となり対応しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）業務執行機能

　取締役会を、重要事項の意思決定と取締役の職務の執行状況の確認を行う場として実質的な議論が行われるよう運営しております。2020年度
において取締役会は19回開催しております。また、業務執行における重要案件に関する諮問機関として経営会議を設置しております。経営会議
は、取締役及び監査役が参加することとし、個別案件の審議に加えて経営全般の方向性に関する議論も活発になされております。2020年度にお
いて経営会議は２回開催しております。

　2020年３月より、執行役員制度を導入し、経営一般に関する事項や取締役会決議事項について事前に審議、報告する機関として「執行役員会」
を設置しており、2020年度において執行役員会は19回開催しております。

（２）指名、報酬決定機能

　株主総会に上程する取締役の選任議案の内容等決定に関しては、全取締役の意見をヒアリングした結果を踏まえて取締役会において協議・決
定しております。各取締役の個人別の報酬額は、各取締役の当社業績等への貢献度について当該取締役を含む全取締役が評価した結果等を踏
まえ、取締役会より委任を受けた代表取締役会長CEOが取締役会決議により委任された範囲に従い、取締役の個別報酬を決定しております。

　2020年度の役員報酬から、指名・報酬委員会で策定された取締役が受ける報酬の基準に基づき、取締役会より委任を受けた代表取締役会長
CEOが取締役会決議により委任された範囲に従い、決定しております。

　取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要は本報告書＜Ⅱ－１＞【取締役報酬関係】報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記
載をしております。

　また、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しておりますが、設置状況等は本報告書＜Ⅱ－１＞【取締役関係】指名委員会又は
報酬委員会に相当する任意の委員会の有無の補足説明箇所に記載をしております。

（３）監査・監督機能

　監査役は、各々監査役会で定められた監査方針等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取や
重要な決議書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査などにより厳正な監査を実施しております。

　また、主要な子会社の監査役をメンバーとするグループ会社監査役会の開催等を通じて、グループとしての内部統制システムの整備・運用の向
上に努めております。

　会計監査は、2007年６月23日開催の第57回定時株主総会において、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しております。継続監査期
間は14年間となっております。

　　　(2020年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人)

　　　吉田　波也人、箕輪　恵美子、石坂　武嗣　［有限責任監査法人トーマツ］

　法令遵守、リスク管理、情報開示の適正性及び適時性の確保等については、監査役による内部統制システム監査、監査室による業務監査を実
施しております。

　当社は、取締役　富樫直記、大槻奈那、横倉仁の３氏及び監査役　金子美壽、原田宗宏、井川裕昌、笠原智恵の４氏との間で会社法第427条第
１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　現在当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。また、株主・投資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の
選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指名・報酬委員会等重要な会議体等において、社外取締役から経営に
おける意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精通した取締役が経営効率の維持向上を図ることがで
きます。また、監査役会は、内部監査・内部統制統括部門の担当役員等と連携を図ることで、経営に対する監督機能を強化しております。なお、当
社は2020年３月より、業務執行と管理監督の分離によるコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的に、取締役会の役員構成を見直し、執
行役員制度を導入いたしました。これにより、より適切な管理監督機能の発揮及び効率的な業務執行体制の整備を図ります。

　社外取締役の選任理由、役割及び機能については、＜Ⅰ－１＞【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】第４章【原則４－８】【原
則４－９】、＜Ⅱ－1＞機関構成・組織運営等に係る事項　会社との関係（１）（２）をご参照ください。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
　当社は、株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知を法定期日より前
（株主総会開催日２週間以上前）に発送するとともに、当社ウェブサイト及びTDnetにて開
示しております。

集中日を回避した株主総会の設定 　第70回定時株主総会：2020年６月18日開催

電磁的方法による議決権の行使
　インターネット（パソコン、スマートフォン、携帯電話を含む）による議決権行使を受け付
けております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しておりま
す。

招集通知（要約）の英文での提供 　当社ウェブサイト及びTDnetにて開示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社は株主や投資家の皆様に企業情報を公平でわかりやすく迅速にお伝え
することを心がけ、開示情報の充実に努めてまいります。開示にあたっては金
融商品取引法及び東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社
情報の適時開示等に関する規則等」に沿って情報開示を行っております。ま
た、当社をご理解いただくために有効と思われる業績結果・財務内容・戦略等
の情報も積極的に開示してまいります。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　機関投資家及び証券・債券アナリストを対象とした説明会を年２回（第２四半
期、第４四半期）開催し、代表取締役より当該期間における決算概況及び経営
戦略・営業進捗について説明を行っております。

また、2021年３月末時点で当社発行株式の約30％を外国人株主が保有してお
りますので、海外在住の投資家へのIR活動として、電話会議などを活用して企
業活動をご説明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　適時性と公平性を重視して最新の決算情報にすばやくアクセスできるレイア
ウトや掲載情報の拡充に取り組んでおります。

　決算説明会における経営トップのプレゼンテーションを音声配信するなど、IR
関連コンテンツを拡充し、個人投資家を含め広く投資家の皆様に企業活動をご
理解いただけるよう努めております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営企画部がIRを担当し、担当者を４名置いております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は経営理念として「サービス先端企業」を掲げ、当社ステークホルダーを、

お客様、取引先、社員、株主及び社会と位置づけており、それぞれ、顧客満足を

創造し、取引先との相互利益を尊重し、社員の共感を得ることによって、株主に

報いるとともに、社会的責任を果たすことが経営理念の実現に不可欠であると

考えております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社はCSRを、「企業は社会的存在として最低限の法令遵守や利益貢献といった責任を
果たすだけではなく、市民や地域、社会の顕在的・潜在的な要請に応え、またはそれを上
回る方法や内容で事業を展開していかなくてはならない」ものと捉えております。

　そしてこの考え方のもとに、次の３つの視点でCSRに取り組んでおります。

（１）企業として存在し、お客様、株主、社員をはじめとするステークホルダーの皆様に利益
をもたらす

（２）当社の主な事業であるクレジットカード、金融事業活動を通じて責任を果たし、社会に
貢献する

（３）クレディセゾンにしかできない、クレディセゾンだからこそできる社会貢献を行う

■（１）の視点での取り組み

　企業として、健全、適切かつ迅速に、継続的な事業活動を行うことが使命であると認識し
ております。そのため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に向けた取り組みを通じて、
経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化を図っており
ます。

■（２）の視点での取り組み

　お客様の信用情報を預かるクレジットカード、ローン等の金融事業を営む者として、個人
情報の適正な管理に努め、個人情報保護法の目的に沿った個人情報の有用性を尊重す
るとともに、慎重な与信と与信後の適切なフォローによる、いわゆる「多重債務者」発生の
防止が最重要課題であると考えております。

　一方で、クレジットカードは、本来、先に欲しい物を購入し後から支払うという、便利さだけ
でなく、経済活動を支える大変有意義な決済手段です。特に、電気・ガス・水道、新聞購
読、高速道路（ETC）等の料金や、サインレス決済、スマートフォン決済やQRコード決済な
どによるクレジット利用と、クレジットカードはますます人々の生活に浸透し、身近なものと
なりました。

　そうしたことから、「使い過ぎ」から「多重債務者」を出さないことと、お客様の暮らしを豊か
に、そして便利にし、経済の発展にいかに寄与するかということのバランスを追求してまい
ります。

【多様な決済スキームの構築】

　キャッシュレス社会実現に向けて、お客様の利便性向上を目的として多種多様な決済プ
ラットフォームの実現に取り組んでおります。

クレジットカードやプリペイドカードをはじめとするプラスチックカードの発行に加えて、近年
ではスマートフォン決済や提携先アプリと連携したQRコード決済など次世代決済スキーム
の提供にも取り組んでおります。

【個人情報の適正管理】

　個人情報の管理については、法令はもとより、ガイドライン・業界ルールなどを

遵守するとともに、社内規程を定め、社内研修・コンプライアンス教育を実施し、

(一社)日本クレジット協会の資格制度である「個人情報取扱主任者」の取得を実質的に社
員に義務付けるなど、管理意識の醸成と浸透に努めております。また、個人情報の取り扱
いにおいては、専用回線の利用、アクセス権限者の制限、情報の暗号化、情報端末設置
場所への入退出管理など、セキュリティの強化を図っております。

　なお、個人情報の取扱いを適切に行っている事業者に対して付与されるプライバシー
マークを2006年５月に取得し、個人情報保護水準の維持・向上に継続して取り組んでおり
ます。

【多重債務への対応】

　使い過ぎによる「多重債務者」の発生防止と、お客様の暮らしを豊かにし、経済の発展に
寄与するということのバランスの追求が最重要課題と考え、個人情報の適正管理に努め、
慎重な与信と与信後の適切なフォローによる「多重債務者」発生の防止に取り組んでおり
ます。

【情報・サイバーセキュリティ】

　クレジットカードのお申し込みやNetアンサーなど、ウェブシステムにおけるお客様の大切
な情報を預かる部分についてはTLS/SSLと呼ばれる暗号通信技術を採用し、お客様の個
人情報を保護しております。

【不正利用検知の精度向上（AI）】

　最新テクノロジーを活用するなど、不正利用検知システムの精度向上を図ることで、お客
様に安心・安全な決済環境を提供しております。

【アジアにおける金融サービスの提供】

　東南アジア新興国を中心とした現地企業との合弁・提携により、金融インフラを提供し、
現地経済の発展・国民生活向上に貢献しております。

■（３）の視点での取り組み

　当社及びグループで働く社員、そしてその家族を含む何万人もの生活が当社グループの
企業経営にかかっております。CSRの観点からも雇用責任の重大さを認識し、積極的に雇
用問題に取り組んでおります。

　また、サービス先端企業として、その特長を活かした、期待を上回るきめ細やかなサービ
スの提供や社会への貢献を目指しております。



【ダイバーシティ＆インクルージョンの加速度を上げる仕組み作り】

　2017年９月に「社員一人ひとりのポテンシャルを引き出す環境・風土創り」を目指して、社
員区分ではなく「担う役割」に応じた処遇（同一労働同一賃金）を実現するとともに、確定拠
出年金や福利厚生など、全制度を全社員共通の人事制度に統一いたしました。

　また、テレワークやフレックスタイム制、育児や介護などに限らない短時間勤務、１時間単
位で取得できる時間単位有給休暇など柔軟な働き方を実現する制度も導入し、社員が
個々の事情にあわせた多様な働き方を選択できるようになりました。

　2019 年からは、個々のキャリア開発を支援する仕組みとして社員一人ひとりの育成プラ

ンを組織的に考える人材育成会議や、上司と部下が双方向でコミュニケーションを行い、安
心して挑戦できる環境を作るための １on１ ミーティング、社員が自ら主体的に考えるキャリ

ア開発支援などを導入し、社員と組織のさらなる成長を目指しております。

　社員が自分らしく、より良いパフォーマンスを発揮するための環境は整いました。今後
は、制度・仕組みの理解浸透をさらに進め、社員一人ひとりがライフステージ毎に適した働
き方を選び、最大限成果を出すことができる組織醸成に取り組んでまいります。

【環境保全・社会貢献活動】

　当社では、一人ひとりのお客様がカード利用を通じて社会貢献活動に参加できる手段を
ご用意しております。例えば、お客様個人では参加しにくい寄付活動などをサポートするた
めに、カード利用で獲得するポイントで寄付できるアイテムをラインナップしております。
「iPS細胞研究所」への研究支援、アジア諸国で無診療報酬を続ける眼科医の活動支援な
ど、様々な寄付可能なアイテムがあります。

　これに加え、当社は有効期限のない永久不滅ポイントで長期投資を疑似体験できる「ポ
イント運用サービス」の展開を通じて、新社会人や子育て中の女性など幅広い層のお客様
に資産形成・資産運用について考えるきっかけとしていただくことで、金融市場全体の発展
に取り組んでおります。

　当社では、当社独自のノウハウや経営資源、そして社員一人ひとりが保有する知識や経
験を有効に活かし、教育プログラムへの協賛などの教育事業活動や、「赤城自然園（群馬
県）」（URL：https://akagishizenen.jp/）の運営などの環境保全活動に取り組んでおります。

　サッカー日本代表のサポーティング・カンパニーとしてその活動を支援しているほか、世
界三大テノール歌手の一人であるホセ・カレーラス氏の音楽活動を支援するなど、スポー
ツ・文化活動や寄付活動のサポートを通じた社会貢献活動も積極的に展開しておりま
す。　

　当社は、「統合レポート（Credit Saison Integrated Report）」を、日本語・英語版で発行して

おります。

　当社では、お客様、株主・投資家をはじめとする幅広いステークホルダーの皆様に、正
確、迅速かつ公平な情報開示に努めております。

　「統合レポート（Credit Saison Integrated Report）」は、中長期的な価値創造についてより

一層の理解を深めていただくことを目的に、当社の財務情報に加え、環境・社会・ガバナン
スなどの非財務情報も合わせて掲載し、ステークホルダーの皆様に、当社の持続的な成長
をご理解いただくことを主眼に編集しております。

　「統合レポート（Credit Saison Integrated Report）」は、

当社ウェブサイトに掲載しております。

〔https://corporate.saisoncard.co.jp/ir/integrated_report/〕

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　情報開示規程を制定するとともに、情報開示委員会を設置し、監督官庁及び証券取引所
のルールを遵守しつつ、正確な情報提供をステークホルダーに行えるよう、チェックを行っ
ております。2020年度におきましては、情報開示委員会を14回開催しております。情報開
示に際しては、フェアディスクロージャーに十分配慮し、適時開示規則に該当しない情報に
ついてもウェブサイトへの掲載等により広く公平に開示しております。また、決算情報・説明
会資料については、ウェブサイト上に和英公開を行うほか、その説明会の模様について動
画配信や質疑応答の掲載を行っております。

その他

クレディセゾンらしいダイバーシティ「互いを認め合い、活かし合う」

　当社は1980年代から、女性の社会進出を目指すべく積極採用しております。多様な職
種、職位で女性の活躍を実現するため、結婚、出産などのライフイベントによって就業の継
続やキャリア形成を諦めることがないよう、社員の声を聞きながら、制度を拡充させてきた
歴史があります。

　長い年月を通して、制度の拡充と実績を積むことにより、女性に限らず、さまざまな制約
を持ちながらも、仕事との両立を目指す仲間の状況を理解し、サポートし合う風土を醸成し
ております。

女性社員比率：約75%

女性管理職比率

取締役・監査役：17％

執行役員：18％

部長職：13％

課長職：27％

係長職：72％

※社員比率・取締役・監査役・執行役員・部長職・課長職・係長職は、2021年４月16日時点



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

■内部統制システムに関する基本的な考え方

　当社は、当社及び当社子会社を含む企業集団において、法令・定款に適合し、業務の適正性、効率性を確保するための体制構築を行うことを

目的とし、基本方針を取締役会において決定しております。

　内部統制システムの構築にあたっては、業務の適正化を維持しながら、当社の業績向上・利益の増強をもってステークホルダーの利益最大化

に資するために、効率的で有効性の高いシステムの構築を目標としております。

■内部統制システム基本方針

（１）　当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第４項第６号)

　会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの

　構築と会社による全体としての法令・定款遵守体制の確立に努める。また、監査役会はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、課題の

　早期発見と精度の向上に努めることとする。

（２）　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第１項第１号)

　①取締役の職務執行にかかる情報(取締役会議事録、稟議書、決裁書等)は文書で記録し、「情報管理規程」その他の

　　 社内規程に基づき保存・管理するものとする。

　②各取締役及び各監査役が前項の情報の閲覧を要求した場合には、速やかに当該要求に対応できる体制を整える。

（３）　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

　①リスク管理については、「リスク管理規程」及び「損失の危険の管理に関する規程」 を定めるとともに、リスク管理委員会

　　 及びリスク統括部を中心として、リスクを総合的に管理し、リスク顕在化の抑止及びリスク顕在化による当社への影響の

　　 極小化に努める。また、対処すべきリスクが顕在化又はそのおそれがあることが明確になった場合は、「危機管理規程」

　　 に基づき、迅速な対応及び会社機能の早期回復に努める。

　②前項のために、「リスク管理規程」 、「損失の危険の管理に関する規程」及び「危機管理規程」の関係者に対し定期的な

　　 社内教育・訓練を行う。取締役会は定期的にこれらを点検し、是正・改善を指示することにより、リスク管理体制の

　　 維持に努める。

　③大規模災害等の緊急事態発生に備え、重要業務の継続及び事業中断リスクを可能な限り低減するための対応策を講じ、

　　 有事における経営基盤の安定性確保に努める。

（４）　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第３号)

　①取締役の業務執行が適切に行われるよう、取締役会は「取締役会規程」に基づき運営する。

　　 取締役及び執行役員は、管掌又は担当する部門の業務執行が効率的に行われるよう、「組織・業務分掌規程」、

　　 「職務権限規程」に基づき適切に管理、監督する。

　②当社は、経営環境の変化に、より迅速に対応し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることで

　　 コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、執行役員制度を導入し、経営一般に関する事項や取締役会決議事項

　　 について事前に審議、報告する機関として、「執行役員会」を設置する。

（５）　当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第４号)

　①法令・定款及び「コンプライアンス規程」等の社内規程を遵守した職務執行のため、コンプライアンス委員会及び

　　 リスク統括部を中心として、定期的な社内教育を通じて社員へ諸規程及び遵守体制の周知徹底を図る。

　②法令・定款及び社内規程等に違反した事例を発見した場合の通報窓口は、「コンプライアンス相談窓口」とする。

　　 コンプライアンス委員会は、通報案件について遅滞なく取締役会及び監査役会に報告し、当該違反の早期解決を

　　 図るものとする。

　③社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力からの被害を防止するため、反社会的勢力に屈せず、正義をもって

　　 臨むことを当社の行動基準に明記し、すべての社員がこの行動基準を遵守するよう周知徹底を図る。また、

　　 「特殊暴力防止対策連合会」、「暴力団追放運動推進都民センター」への加盟や警察等関連機関との連携により、

　　 反社会的勢力による不当要求等には総務部を中心として毅然と対応する。

　④執行役員規程及び執行役員会規程等を整備し、執行役員の適正な職務執行を図る。

（６）　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第５号)

　①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

　　 当社が定める「関係会社規程」及び子会社と締結する「グループ経営に関する取り決め書」に基づき、経営企画部

　　 グループ戦略室を中心として、子会社の取締役会への出席や子会社の取締役会議事録等の関係資料やその他

　　 経営上の重要事項について遅滞なく報告を受ける。

　②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　 子会社のリスク管理については、「損失の危険の管理に関する規程」、「リスク管理規程」に基づき、子会社に係る

　　 損失回避・適正化のための環境整備を経営企画部 グループ戦略室が担うとともに、リスク統括部が子会社に対して、

　　 当社のリスク管理態勢との連携を図り、リスク顕在化の抑止及びリスク顕在化による当社への影響の極小化に努める。

　③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　 子会社の自主独立運営による事業の発展を尊重しつつ、子会社の経営上の重要事項については「関係会社規程」、

　　 「グループ経営に関する取り決め書」で事前協議事項を定め、「職務権限規程」等に基づき必要に応じて意思決定を

　　 行う。また、経営企画部 グループ戦略室が子会社の業務執行状況の監督・情報共有を行い、子会社における

　　 業務執行の効率性を確保することに努める。

　④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　 当社監査室が子会社の監査部門と連携し、必要に応じて監査を実施し、業務執行の適正性についてモニタリングを

　　 行う。また、法令・定款及び社内規程に違反した事例を発見した場合の通報窓口として、「グループ内ホットライン」を

　　 設置し、当該違反の早期解決に役立て、子会社の業務の適正性を確保することに努める。

（７）　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条第３項第



１号)

　①監査役の職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という）は、監査役の職務を補助する。

　②前項の補助使用人の具体的な人員、職務内容については、監査役会との協議により決定する。

（８）　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則
第100条第３項第２号・第３号)

　イ．補助使用人の人事（異動・考課等）は、監査役会の同意を必要とする。

　ロ．前項の補助使用人は、内部監査業務以外の当社の業務執行にかかる職務を兼務しない。

　　　また、当社は監査役の補助使用人に対する指揮命令権を不当に制限しない。

（９）　当社の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第３項第４号)

　①当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　　・取締役、執行役員及び社員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害を

　　　及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役会に報告しなければならない。

　　・取締役、執行役員及び社員は、事業、組織に重大な影響を及ぼす決定、事件・事故、業務トラブル等の発生事実及び

　　　社内監査の実施結果を職制を通じて遅滞なく監査役会に報告する。

　②子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

　　・経営企画部 グループ戦略室は、子会社から報告を受けた取締役会議事録等の関係資料やその他経営上の

　　　重要事項について、監査役へ報告を行う。また、子会社の役員及び社員は、必要に応じて当社の監査役に

　　　報告することができる。

　　・子会社の役員及び社員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に

　　　著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは「グループ内ホットライン」又は経営企画部　グループ

　　　戦略室に報告することができる。リスク統括部及び経営企画部 　グループ戦略室は、提供された情報を

　　　コンプライアンス委員会等で的確に処理するとともに、監査役へ報告を行う。

（10）　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３
項第５号）

　当社は、前号の監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する。また、前号の通報窓口への情報
提供者が一切の不利益を被らないことを「コンプライアンス規程」で定めるとともに、「私たちのコンプライアンス」を通じて社員に周知徹底する。

（11）　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項及びその他当社の監査役の監査が実効的に行
われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第３項第６号・第７号)

　①監査役は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため重要な会議体に出席するとともに、必要に応じて

　　 調査・報告を求めることができる。

　②監査役会は、必要に応じて代表取締役社長と意見交換を行うほか、会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。

　③監査役会との情報共有を密にするために、経営企画部、リスク統括部及び監査室との連携を図る。

　④監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした場合には、予算管理部門である

　　 経営企画部を中心に費用の妥当性を審議・検証の上、速やかに当該費用を処理する。

■内部統制システムの整備状況

　リスク統括部が中心となり、法令遵守及び業務の有効性、適正性確保に向けた社内規程の整備、教育を実施し、さらに、リスクとなりうる事象の
把握、リスク低減対応、情報の全社的共有、 決裁権限の明確化等、一層の態勢強化に努めてまいります。

　法令遵守、リスク管理、情報開示の適正性及び適時性の確保等は、監査役による内部統制システム監査、監査室による業務監査等の検証に

より実現しております。

　また、内部通報制度による社員からのリスク情報収集を実施し、不正行為の早期発見と紛争予防に役立てております。

　財務報告に係る内部統制（J-SOX対応）は、「財務報告に係る内部統制管理規程」に基づき、より効率的かつ効果的な内部統制の整備・運用に

努めております。

　コーポレート・ガバナンスを充実させるための内部規程として（１）コンプライアンス規程、（２）危機管理規程、（３）リスク管理規程、（４）個人情報
管理規程、（５）内部者取引管理規則等を定めております。これらのうち、個人情報管理については、（４）の規程を補完するものとして策定した「個
人情報保護方針（プライバシーポリシー）」を実行しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に屈せず、正義をもって臨む」ことを前述の内部統制システム基本方針及び当社の行動基

準に明記し、役員及びすべての社員がこの基本方針及び行動基準を遵守するよう周知、徹底を図っております。

　反社会的勢力による不当要求等には総務部を中心に対応することを定めるとともに、「特殊暴力防止対策連合会」、「暴力団追放運動推進

都民センター」への加盟や、警察等関連機関との連携により、毅然と対応することとしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

（１）会社情報の適時開示に係る当社の基本姿勢

　当社は、株式上場会社であり、金融商品関連諸法令及び株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に従い、様々な会社情報を適時適切
に公開する義務を有していること、及び適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを認識しております。

　当社は、かかる義務を履行するため、「情報開示規程」を制定し、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行
うことを実践してまいります。

（２）会社情報の適時開示に係る当社の社内体制の状況

　当社は、情報収集と情報開示の網羅性、適正性及び適時性を確保するため、「情報開示規程」に基づき、当社及び当社の関係会社（以下、「当
社グループ会社」という）に関する会社情報の収集、情報開示の要否及び資料の審議を行う組織として「情報開示委員会」を設置しております。

情報開示委員会は、取締役社長又は取締役社長が指名した者を委員長とし、広報室、経営企画部、財務経理部及びリスク統括部等を担当する
役職員が構成員を務めます。また、経営企画部及び財務経理部が共同で事務局を構成し、各構成員によって収集される会社情報が事務局へ集
約される体制となっております。

　情報開示委員会の各構成員により収集される当社グループ会社の情報の開示については、原則として、情報開示委員会事務局との事前協議
に基づき、情報開示委員会への付議又は報告が決定されます。

　また、情報開示委員会に付議された情報は同委員会において、適時開示情報か否かを協議し、開示資料の審議及び開示の決議を行った結果、
速やかに所定の手続きにより開示しております。

なお、開示に緊急を要する情報におきましては、情報開示委員長の判断で緊急情報開示委員会を開催し、審議及び決議を行った結果、開示して
おります。

　また、開示統制については、リスク統括部が維持・推進を行い、監査室がそれをモニタリングする体制となっております。




